
 

 

市民参画に係わる市民座談会（第３１回）《要旨》 

 

平成２６年１月９日（木）午後７時から午後９時まで 

コミュニティセンター 第１集会室 

参加者 ８人 

【市民】大野、坂本、佐野、藤井、白石 

【職員】政策企画室 佐藤、芦原、山﨑 

 

座談会における内容は以下のとおり 

１ 市民懇談会（ワールドカフェ）について 

＜チラシ配布について＞ 

・ 対象者を絞って声掛けを行った方がよい。例えば子育て世代など。 

・ 子育て世代であれば、公民館・児童館でチラシを配布した方がよいのでは。 

・ 現在申込みの少ない、若い年齢層を集めるのが良い。公民館・児童館ではすでにチラシ

を設置したりアンケートを行ってきたので、パートが終わって帰宅する層を対象として

１６時から１７時に朝霞駅の南口で行うこととする。 

・ チラシ配布時に彩夏ちゃんを使用（腕章や着ぐるみなど）した方がよい。 

・ チラシは５００枚準備する。 

＜当日の流れ等について＞ 

・ バトン的なものがあって、発言者はそれが手元に来てから発言する方がよいのでは。 

・ 今回はざっくばらんに会話をしていただくことと、付箋紙に意見を書いてもらう作業が

あることから、バトンは使用しない。 

・ 始まりのアナウンスの際、なるべく知り合いとは別のテーブルについてもらうよう促す。 

・ 分野別懇談会への参加申込みも当日会場で行ったほうがよい。 

 

２ 自治基本条例について 

・ 自治基本条例に係る講演会を開催する。５月１０日（土）産業文化センター 

・ 講演会の翌月から自治基本条例に関するワークショップを、市民を中心に立ち上げたい。 

・ ワークショップが立ち上がり、自治基本条例の制定を目指すのであれば、自治基本条例

審議会を設置する。 

・ ワークショップでの意見がどれぐらい審議会に取り入れられるのか明確にして欲しい。 

・ ワークショップのアドバイザーが審議会の委員を兼ねることがあれば、その際は、大い

に反映されることが期待できる。 

 

３ その他 

・ 総合振興計画とは何かがわからない人は、このようなイベントにもなかなか参加してく

れないと思うので、工夫して欲しい。 

・ 総合振興計画について、もう少し嚙み砕いた言葉での説明をホームページ等に載せる。 

 

４ 次回の市民座談会について 

・ 平成２６年２月１３日（木）午後７時から  

・ 場所 コミュニティセンター 第１集会室 


